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同社が入居するハノイ市内のビル 

 

 

世界 14 拠点で海外事業を展開するスターツ。同社はこのほど、東南アジアではタイに次

いで 2 番目となるベトナム・ハノイ市に進出した。景気低迷の影響を受けるベトナムでは

あるが、昨今の工場増設等の動きと合わせてハノイ市での不動産仲介業の滑り出しは好調

だという。ベトナム拠点の立ち上げに関わった同社の海外現地法人サポート＆推進室室長

の植木郁夫氏にベトナム事業の概要をお聞きした。 

 

みずほ：御社の海外展開について教えて下さい。 

植木氏：日本企業の海外進出が進んでいますが、多くの場合、海外赴任の方が現地の不   

動産事情や生活環境に関して不安を抱えていらっしゃいます。進出先で日本と   

同じホスピタリティーの心で、進出する日系企業の方によりよいスタートを切っ

ていただくためのセットアップや、新しく赴任される日本人駐在員のサポートを

させていただきたい、との思いから海外への展開を行っています。 

 

みずほ：どの国からいつごろスタートしたのですか？ 

植木氏：1986 年からハワイで不動産事業に参入。その後、台北（台湾）、LA（米国）、ゴー

ルドコースト（豪州）と環太平洋地区を中心に拠点を設立していきました。 

東南アジアでは 2006 年にタイのバンコクに拠点を設立しています。東南アジアで

のサービスアパートメントやオフィスなどへのニーズが高いこと、また、ハノイ

に 16 年間滞在経験があるスタッフ（現ベトナム現地法人社長）とのご縁もあり、

ベトナムへの進出を決定しました。 

 

みずほ：ホーチミン市ではなくハノイ市に進出された理由はどうしてですか。 

植木氏：ハノイ市はホーチミン市と比べて、 

  進出する日系企業の増加率が高い 

  ことが理由として上げられます。 

  2009 年 4 月現在、ハノイ市の日本 

商工会加盟企業は 360 社、ホーチ 

ミンで 446 社と、日系企業の進出 

はホーチミン市がハノイ市を上回 

っております。しかし、ハノイ市を 

中心とするベトナム北部では日系 

企業の大規模工場の進出が多く、今 

後も日系企業の進出が増加すると 

予測し、ハノイに現地法人を設立しました。 

 

１．スターツインタビュー  

      ～ベトナム・ハノイ市で不動産業を展開、日系進出企業の需要高まる～ 

 

執筆：みずほ銀行国際営業部 
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みずほ：ベトナムでの事業内容を教えていただけますか。 

植木氏：主な事業内容は、ハノイ市内でのサービスアパートメント（主に旧市内）やロー 

   カルアパートメントの仲介業です。一部、一戸建（開発の進むハノイ市西部）も

あります。サービスアパートメントの仲介が約 4 割、ローカルアパートメントや

一戸建の仲介が約６割となっています。最近、日系企業では、駐在員の住宅コス

トを抑える傾向にあり、ローカルアパートメントに対するニーズが高まっていま

す。仲介を行っているサービスアパートメントはハノイ市内で 28 棟と限られてい

ますが、ローカルアパートはハノイ市全域であらゆるニーズに対応可能です。そ

の他、ハノイ市内のオフィス仲介、ハノイ市周辺部（車で 1 時間圏内）の 2,000

㎡程度のレンタル工場の紹介、ハノイ市内の店舗（アパートの 1 階部分での店舗、

病院）の仲介も行っています。 

 

みずほ：価格はいかがでしょうか。 

植木氏：ハノイ市内の B クラスのオフィス賃料は、最も高かった時期で 40 米ドル/㎡/月程

度だったものが、現在では、30 米ドル台/㎡/月程度と低下してきています。このた

め、アパートメントと同様で日系企業の中には、コスト削減のためより価格の安

い事務所に移転する動きが出ています。また、ホーチミン市に現地法人を持つ日

系企業が、ハノイ市に支店を出す動きも増えており、需要は今後も伸びていくも

のと考えております。 

 

みずほ：ベトナムの現地法人の運営はいかがでしょうか。 

植木氏：当初、投資ライセンスは 1 ヵ月程度で取得できるものと思っておりましたが、実

際には 3 ヵ月要し、現地法人のスタートが遅れてしまいました。体制は、ベトナ

ムの不動産仲介資格を持つ日本人 1 名（ベトナム現地法人社長）、現地スタッフ 2

名でスタートしましたが、立ち上がりが好調で現在は 2 名の増員を予定するほど

に至っております。 

 

＜現地連絡先＞ 

STARTS International Vietnam Co., Ltd. 

9th Floor MINEXPORT BLDG. 

28 Ba Trieu Street, Hoan Kiem District, Hanoi 

TEL: (84-4)3936-9884～5  FAX: (84-4)3936-9886 

E-Mail: info@starts.com.vn 

URL  http://www.starts.co.jp/vietnam/ 

 

（インタビュー：みずほ銀行国際営業部国際アドバイザリーチーム調査役 浅野英治） 
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２．ベトナム投資 Q&A 

本コーナーでは、ベトナム投資に関してお客さまからよくいただくご質問について Q&A方

式でご紹介します。 

執筆：株式会社 SCS国際会計事務所ベトナム事務所 

 

Q：労働安全及び衛生に関する規定について教えて下さい。 

 

A：従業員に対する労働安全および衛生に関する教育は、危険回避、そして生産活動の安定

につながり、企業活動の重要な側面を担っている。ベトナム労働法の第 9 章には、労働安

全および衛生基準、労働者災害防止のための保護措置、危険回避措置などが規定されてい

る。本 Q&Aではその詳細を記載する。 

 

雇用主の責任 

 

労働法では、雇用主の責任として、労働者、特に労働災害を引き起こす可能性のある危

険有毒な要素のある職場で従事する労働者に十分な保護措置（法の規定する品質およびデ

ザイン基準に適合するようにしなければならない）を講じ、労働安全および衛生（空間、

排気、採光および衛生基準）を確保し、並びに労働者の労働条件を向上させることが規定

されている。 

 

また、労働安全および衛生に対しより厳しい要件を必要とする機械、設備、材料および

物質を使用する企業は、政府の監督機関に公表し、登録し、許可を得なければならない。

さらに機械、設備、作業場および倉庫を定期的に検査および改善しなければならない。検

査手続は社会労働傷病兵省の通達 No.04/2008/TT- BLDTBXHに詳細に案内されている。検査

を受けるべき機械などを有する企業は検査手続をしないと処罰されるという規定がある。 

 

労働災害が発生した際の雇用主の責任 

 

もし労働者が労働災害あるいは職業病にかかった場合、雇用主は、労働者の緊急初期治

療から治療が完了するまでのすべての医療費を負担しなければならない。一方、労働者は

労働災害および職業病について、社会保険給付を受けることが出来る。強制社会保険に加

入しない場合には、雇用主は社会保障規則で規定する額に相当する額を支払わねばならな

い。 

労働災害・職業病が労働者の責任によらず発生した場合、その結果、労働能力が 5%～81%

まで減尐した労働者に対して政府の規定により補償し、労働能力が 81%以上減尐した労働者

本人に対し、又は死亡した労働者とその労働者の家族に対し、30 ヵ月分以上の賃金相当額

および手当を補償しなければならない。労働災害又は職業病が労働者の責任により発生す

る場合には、最低 12ヵ月分以上の賃金相当額および手当を補償しなければならない。 

 

労働者の責任及び権利 
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労働者は、企業内の労働安全に関する規則および法令を遵守しなければならない。一方、

生命又は健康を脅かすことが明確である職場での労働を拒絶、あるいはそのような現場を

離れる権利を有し、直ちに担当者に報告する義務を有する。雇用主は、危険を取り除いて

いない状況下では、労働者に仕事に戻ること又は職場に復帰することを求めてはならない。 

 

危険および有害な条件下で働く者は、法の定めるところにより、危険業務に対する手当

を受け、労働時間や休憩時間について有利に取り扱われる。雇用主は、有害および感染の

危険にさらされる場所で働く労働者が就業時間後に無害化および感染しないための措置、

その他の健康措置を講じる必要がある。 

 

労働者は、採用時の健康診断並びに定期健康診断を受けなければならない。労働者の健

康診断の費用は雇用主の負担とする。 

 

労働安全及び衛生のトレーニング 

 

雇用主は労働者の雇用に際し、作業ごとに規定された衛生基準を確保し、労働安全およ

び衛生に関する訓練、指導および情報を提供しなければならない。また、雇用主は労働安

全および衛生に関する労働機関が提供する研修に参加するほか、労働者（特に労働安全お

よび衛生に関する仕事に従事する労働者）もそのような研修に参加させるものとする。訓

練を受けた後、会社でも研修を行い労働者を訓練する必要がある。 

 

参加対象者によって訓練時間は下記の通り規定されている。 

 

対象 初めての訓練 定期訓練 権利 

労働者  最低 2 日間 最低 2回/ 年かつ 2日間

/ 回 

有給休暇 

労働安全および衛生

に対し厳しい要件を

必要とする仕事に従

事する労働者 

最低 3 日間 最低 2回/ 年かつ 2日間

/ 回 

有給休暇 

雇用主 最低 2 日間 最低 3回/ 年かつ 2日間

/ 回  

有給休暇 

管理職 最低 3 日間 最低 1回/ 年かつ 2日間

/ 回 

有給休暇 

労働安全および衛生

に関連する仕事に従

事する者 

最低 3 日間 最低 1回/ 年かつ 2日間

/ 回 

有給休暇 
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労働安全および衛生規定の違反に対する罰則規定 

 

政令 No.113/2004/NĐ- CPによると、違反の程度により、下記の通り罰金が課される。 

 

10 万ドン～1,000 万ドン 衛生・保護措置に関する違反 

500万ドン～1,000 万ドン 労働者に対して労働安全・健康を確保しないことに対する違

反 

500万ドン～2,000 万ドン 労働安全および衛生の基準に対する違反 

100万ドン～1,000 万ドン 労働災害防止規定違反 

 

上述の制裁から見ると、罰金の金額はそれほど高額ではないため、違反している企業も

まだ多く存在するというのが実情である。 

政府は現在、労働安全・衛生規定違反の処罰について議論の最中であり、近い将来に同規

定が厳しくされる予定である。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

株式会社 SCS国際会計事務所ベトナム事務所 

Ta Huong Ly（タ フォン リー） 日本語対応可 

電話 ＋84（043）2200 334 E- mail ：huong.ly@scs- vbp.com 

 

 

 

３．人事･労務 「離職率低下のためのモチベーションマネジメント」 

人材確保やストライキの発生など人事・労務への取り組みがベトナムに進出した日系企業

にとって大きな課題となっています。本コーナーでは、具体的にどのような取り組みを考

えればいいかについてご紹介します。 

執筆：株式会社アクティブリッジ 

 

ベトナム人は、一般的に離職率が高いといわれています。ベトナムでは、転職はタブー

ではなく、むしろステータスだと考えられています。日本人赴任者が同じ会社に 20～30 年

勤続していることを聞くと、「他の会社から引き抜かれずかわいそうだ」と気の毒がるほど

です。ベトナム現地の日系企業では、工業団地や商工会ごとに、引き抜き禁止の協定や賃

金の設定を行っていますが、ベトナム民間企業の経済的成長や、これからますます欧米系

の外資企業がベトナムに参入してくるであろうことを考えると、日系企業が協力してもベ

トナム人の転職に歯止めをかけることができるとはいえません。今回は、離職率を下げる

方法をご紹介します。 

 ヒントにしていただきたいのは、ベトナム人にも会社への帰属意識は大いに期待できる

ということです。自分が勤めている会社が、人（特に家族）に誇れたり、自分を重宝して

くれたりしていれば、簡単に辞めることはありません。会社への帰属意識を高め、維持す

ることが離職防止の第一歩となるでしょう。 

mailto:huong.ly@scs-vbp.com
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 ○ 福利厚生の充実化 

  福利厚生を充実させることは大きな離職防止法となりえますが、単に会社が与えるだ

けではなく、ベトナム人従業員の意見を聞いたり、社員旅行、パーティー等は彼らに

計画させるようにすると、更に効果が高まります。ベトナムの労働組合は互助的要素

があるので、彼らを企画側に入れることで、ストライキ対策にもなるでしょう。 

 

○ 社長＝父親という見せ方〔対ワーカー〕 

 日本人の社長が従業員の健康を気遣うなど、「会社の効率性だけでなく、従業員本人の

ことを真剣に考えている」という父親的な立場に立つことで、従業員の社長に対する

見方が変わることが期待できます。他にも、社長と全従業員が写った集合写真を社内

に貼り出したり、社長の言葉が印字されたボールペンを支給するといったことは、大

きな効果があるようです。 

 

○ 家族とつながる〔対マネージャー〕 

 家族を第一に考えるベトナム人にとって、社長が家族と会ってくれるということは非

常に名誉なことです。入社時や昇進時に、実家訪問や家族を招いての夕食会の開催、

工場見学会を行うことで、家族からの離職抑制の提言も期待できます。ただし、あま

り接しすぎると、家族が会社を頻繁に訪問してしまうなどといった公私混同の恐れも

あるので、必要最低限にとどめておくことが必要です。 

   

 

 今回は離職防止策の例を 3 つあげましたが、ベトナム人の日系企業に対する一番の不満

は、出世が見えないこと（ガラスの天井＝グラスシーリング）です。どれだけ努力しても、

経営に携わることができなければ、離職率は低下しないでしょう。ベトナム人の出世の成

功事例をつくることが、引いては全体のモチベーションアップにつながるのではないでし

ょうか。 

 また、「転職＝ステータス」が常識であるため、離職率を下げる方法を考えるだけではな

く、離職時や離職後のトラブルを防止するために、入社、退職時の対策を練ることも必要

でしょう。 

 

 

【問い合わせ先】 

株式会社アクティブリッジ ベトナムグローバル人材コンサルティング室 

谷口 正俊 ＋81(03)5774- 1477 E- Mail: info@actibridge.com  
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４．ベトナム法務「ベトナムでの建設プロジェクトに関する法改正」 

ベトナムでの事業展開にあたっては、現地特有の法律・規制にもとづく対応が求められま

す。本コーナーでは、ベトナムビジネスにおいてとくに焦点となっている法務問題をご紹

介してまいります。 

執筆：ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所 

 

これまでベトナムの建設に関する規制について触れていなかったが、最近の法改正のい

くつかについて紹介したい。 

2009年 2 月、ベトナム政府は、建設工事の投資プロジェクトの取り扱いに関する Decree12

を発布した。これは、これまでの不整合な点の解消と建設投資に必要な改正を行おうとす

るものである。Decree12は、2005年 2 月 7 日付の Decree16 を廃止し、ほぼすべてのタイ

プの建設工事に適用される。Decree12は建設工事の投資プロジェクトを(1) 規模と性質、(2)

投資資金源に従って区分する。(1) の規模と性質は、さらに重要な国家プロジェクト（当該

プロジェクトの投資政策が国民議会によって決定されている場合）とそれ以外のプロジェ

クトに区別され、後者は投資額によって A,B,C の 3 つに分類される。重要な国家プロジェ

クト以外の建設プロジェクトでは事前フィージビリティ・スタディ（pre- feasibility 

study）は要求されない。しかしながら、(i) 宗教用施設、(ii)150 億ドン（約 84万 USドル）

以下の建設、(iii) 一般市民の一戸建て居住用家屋の場合を除き、すべての建設プロジェク

トに(a) 説明文書および(b) 基本設計を含むフィージビリティ･スタディ（feasibility 

study）が要求されている。 

 

Decree12は、それまでの Decree16と比べ、前述の A,B,C の区分に用いる建設プロジェク

トの投資額の基準を大幅に増加させている。たとえば、居住用住宅の建設工事に関する A

区分の投資プロジェクトは、これまでは 2, 000億ドン以上の投資額とされていた。しかし、

現在 Decree12はこの基準額を増加させ 7, 000億ドンとする。2, 000億ドンの投資額の居住

用住宅建設プロジェクトは、今では B区分の投資プロジェクト（300億から 5, 000億ドン）

とされる。この区分基準の改正によりこれまでは一つ上の区分とされていたものがその下

の区分となり、プロジェクトに必要な承認要件が緩和される。たとえば、区分 A に該当す

る建設プロジェクトは、省市人民委員会の書面による承認を得る必要があるが、区分 B、C

に該当する建設プロジェクトでは、より格下である基本計画を承認した当局から書面によ

る承認を得ればよい。また、前述の事前のフィージビリティ・スタディ（pre- feasibility 

study）が必要とされる場面が狭まった点とあわせ、これらが外国人投資家の負担を幾分か

軽減することになった。 

 

最近、建設省は 2009 年 6 月 24 日付けで建設許可証（Construction Practicing 

Certificate ）に関する Circular12 と建設活動の条件に関する Circular22 を発布した。両

者とも Decree12を具体的に説明するものである。また、両者は、投資家が建築家、建設エ

ンジニアおよび建設工事の監督者のために必要な許可証をどのように取得することができ

るかを規定しているため、外国人投資家にとって不可欠なものである。各許可証を取得す

るためには、当該個人が尐なくとも関係分野の大学の学位を保持し、専門分野に関する実

績を有していることが必要となる。他の必要条件は満たすが有効な居住許可を有していな

い外国人が許可証を取得できるかどうかについて明確ではないが、有効な居住許可を有し、
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かつ他の必要条件を満たしている外国人であれば許可証を取得することができる。なお、

Circular12 は有効な外国人許可証はベトナム当局によって承認することができるとするが、

実際は外国人とベトナム人とでは、許可証の承認取得の難しさに違いがある。 

 

 

【問い合わせ先】 

ケルビン･チア･パートナーシップ法律事務所 

ホーチミン 森 ＋84(91)826 3708 

シンガポール 丸茂 ＋65(96)171 561 

 

 

５．実務に役立つベトナム税務 Q&A  

第 9 回「外国契約税の基礎③」 

～租税条約の適用がある外国に所在する法人との間で 

契約（税抜きベース）を締結した場合の計算～ 

執筆：税理士法人フェアソリューション・コンサルティング 

 

日本法人（Co.JP）は、ベトナム法人（Co.VN）の建設事業で特別に利用されるソフトウ

エアを提供するための契約を Co.VN と結びました。Co.JP は、ベトナムに事務所、支店又

は事業を行う一定の場所などがありません。この契約ではソフトウエアの提供・CCoo..VVNN  社社

員員へへのの据据付付指指導導・・保保守守・・アアッッププググレレーードド等等のの支支援援ササーービビススはは、、オオンンラライインンでで行行わわれれまますす。。

CCoo..VVNN はは、、ソソフフトトウウエエアアのの提提供供のの対対価価ととししてて一一括括ししてて 77 万万米米ドドルルをを、、CCoo..VVNN  社社員員へへのの据据

付付指指導導・・保保守守・・アアッッププググレレーードド等等支支援援ササーービビススにに対対すするる対対価価ととししてて年年間間 1155,,000000 米米ドドルルをを支支

払払うう（（いいずずれれのの対対価価もも CCoo..JJPP ががベベトトナナムムでで支支払払ううべべきき税税金金をを含含ままなないい））ここととととさされれてていいまま

すす。。ここのの場場合合、、CCoo..JJPP ははベベトトナナムムででどどののよよううなな税税金金をを支支払払わわななけけれればばななりりまませせんんかか。。  

 

Co.JPは、No. 134/2008/TT- BTC財務省通達1および関連規則に基づき、Co.VNと締結した契

約に関しベトナムで生じる所得に対して、外国契約税（本事例では法人税及び付加価値税

をいい、以下総称して「外国契約税」といいます。）が課税2されますが、詳細は次のとおり

です。 

 

1． 法人税 

 

Co.JPは、Co.VNと締結した契約に基づき、Co.VN 社員への据付指導・保守・アップグレ

ード等支援サービスについては事業所得を、ソフトウエアの提供については使用料所得を

それぞれ得ることになります。そして日越租税条約においては、これらの所得の種類に応

じそれぞれ第7条（事業所得）及び第12条（使用料所得）が適用され、課税関係は次のよう

                                                   
1  ベトナムで事業を行う又はベトナムで所得を得る外国法人及び外国個人に対する税務

上の取扱いを定めた 2008 年 12 月 31 日付ガイドライン（No. 134/2008/TT-BTC 財務省通

達）をご参照下さい。 
2 源泉徴収の方法によります。 
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になります。 

 

1.1． 事業所得 

 

Co.JPは、ベトナムにおいて事務所等、事業を行う一定の場所（恒久的施設といいます）

を通じて事業を行わない限り、事業所得はベトナムで課税されません。 

 

本事例ではCo.JPは、日越租税条約の第5条に基づく事務所、支店又は事業を行う一定の

場所などをベトナムに保有していないことから恒久的施設がありません。 

 

従って Co.JP は、Co.VN 社員への据付指導・保守、アップグレード等支援サービスの対

価（年間 15,000 米ドル）について、ベトナムでの法人税を免除されます。 

 

1.2． 使用料所得  

 

使用料所得はベトナムに恒久的施設があるか否かを問わず、Co.JPは法人税を支払わなけ

ればなりません。使用料所得に対する税率は 10％となりますので、Co.JP がベトナムで納

付すべき法人税の計算方法は、次の通りです。 

 

70,000 米ドル  

法人税課税対象売上高 3 =  ----------------------- --    =  77 , 778 米ドル 

      (1 – 10%) 

 

納付すべき法人税    =  77, 778 米ドル x 10% =  7 , 778 米ドル 

 

2． 付加価値税 

 

付加価値税のガイドラインである 2008年 12月 26日付 No. 129/2008/TT- BTC財務省通達

によれば、ソフトウエア商品及びソフトウエアサービスは、付加価値税を免除されていま

す。 

 

従って、本事例で Co.JPは、外国契約者税として法人税 7,778 米ドルのみを支払うこと

となります。 

 

以上のように、ベトナムで事業を行う又は、ベトナムで所得を得る外国法人及び外国個

人は、ベトナム国内法に加え、関連する租税条約の取扱いにも十分注意してベトナムでの

税務義務を判断して頂くことになりますが、個別具体的な事例につきましては専門家にご

相談されることをお薦めします。 

 

                                                   
3 法人税の課税対象となる売上高は、Co.JP が使用料から差し引いて納付することとなる

付加価値税（本事例では下記 2．のとおり免除されゼロ）を控除した売上金額となります。 
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【問い合わせ先】 

税理士法人フェアソリューション・コンサルティング 東京事務所 

ヴ ティ フオン リン  

＋81‐3‐3541‐6863 E- Mail: v.linh@fairsolution.or.jp （日本語対応可） 

F.S.C. Vietnam., JSC  ハノイ事務所 

レ ホアン アイン  

＋84‐4‐39744840 E- Mail: anh.le@fairsolution.vn （日本語対応可） 

＋84‐903253935（携帯電話） 

 

 

 

 

 

USD/VND レートが、2008年 6 月以降で最安値を更新 

～同時に、ベトナム中央銀行が 5.44%のドン切り下げを発表～ 

 

ベトナム中央銀行（中銀）の発表した中銀レート（※1）が USD＝VND17,000台になった

10 月中旬後、USD/VND レートが 10 月末に向けて、USD 高 VND 安方向に向かった。（10

月26日、10月30日付けのそれぞれの中銀レートは、USD＝VND17,005、USD＝VND17,011）。

一方、市中取引レートが中銀レートをはるかに上回るドン安の方向で推移した。10月 26日

付の市中取引レートは USD＝VND18,395であったが、10月 30日には USD＝VND18,540に

となり、シーリング・レート（※１）と差は、VND540（10月 26日）から VND678（10月

30 日）へと広がった。 

11 月に入ってから第 3 週まで、中銀が中銀レートを徐々に 1 日平均１～３ドンほどドン

安の方向に切り下げ、中銀レートは USD＝VND17,010（11月 2 日）から USD＝VND17,025 

（11月 20日）までドン安が進んだ。市中取引レートも同じくドン安となったが、市中取引

レートの切下げ幅のほうが大きく、シーリング・レートとのギャップは大きく拡大した

（VND690<11 月 2 日>から VND1,534<11 月 20 日>まで）。11 月 23 日、24 日にはついに、

USD/VND レートが過去最安値の水準である USD＝VND19,730の水準まで進行した。 

そこで中央銀行は 11月 25 日、中銀レートを 5.44％切下げ、USD/VND レートの取引バン

ド（※１）を 5％から 3％へ縮小（11 月 26 日から有効）、また 12 月１日からは、基準金利

を 1%引き上げることを発表した。（Base Interest Rateの引き上げ<7％→8％>、Refinance Rate

の引き上げ<7％→8％>、Discount Rateの引き上げ<5％→6％>）。さらに、ベトナム地場輸出

企業に対するドル売りを即す声明を発表するなどを行った結果、USD＝VND19,500 であっ

た 11月 25日付の市中取引レートが 11月 26日、27日にそれぞれの USD＝VND19,200、USD

＝VND19,100までドン高方向に進んだ。決算需要の高い月末にもかからず、11月 27日、30

日に、中銀が中銀レートを USD1＝VND17,958、VND17,956へと引き下げた。 

今後の相場動向については、依然として予想し難い状況は継続しているが、当地貿易赤

６．ベトナムドン 11 月為替情報 

本コーナーでは、ベトナムドンの為替レート動向についてご紹介します。 

執筆：みずほコーポレート銀行ハノイ支店 

mailto:v.linh@fairsolution.or.jp
mailto:anh.le@fairsolution.vn
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字は継続、ドル供給が未だ制限されることを勘案すれば、年末に掛けて、ドル需要が拡大

する方向で進むシナリオも十分想定できる。 

 

（※）：中央銀行規定により、ベトナム中銀発表の USD/VND レート(中銀レート)のバンド・レンジで、

市中銀行は為替の値付けが可能。2009 年 3 月 23 日から、622/QD-NHNN により、市中銀行が値付け

が可能な為替レンジはベトナム中銀発表の USD/VND レートの 5％へと規定。（レンジの上限：表中の

シーリング・レート、下限：同フロアレート）  

2009 年 11 月 26 日より、取引幅を 3%に変更。 
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本情報は、様々な情報源に基づき、あくまで貴社のご参考を目的として提供されたものであり、弊行の為替相場推移

についての考え方をお示しするものではありません。ご照会につきましては、弊行の担当までご連絡賜りますようお

願い申し上げます。 
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2009 年 7～9 月期の実質ＧＤＰ成長率は、前年比＋5.8％と 4～6 月期の＋4.5％から加速

した。公共投資拡大などの景気対策主導で、投資と消費の拡大が続いており、鉱工業、建

設業、商業等で、付加価値生産額の伸びが上昇している。 

通関輸出（ドル建て）は、前年比▲22.5％に止まっており、輸出の回復は遅れている。こ

れに対し、通関輸入は、好調な内需を反映し、前年比▲3.6％と 4～6 月期の▲26.7％からマ

イナス幅が大きく縮小。貿易赤字は、47.5 億ドル（ＧＤＰ比 19.9％）と 4～6 月期の 36.4

億ドルから大きく拡大した。貿易赤字の拡大を背景に、ドン売り圧力が高まり、この結果

外貨準備の減尐が深刻化している（図表）。 

これを受け、ベトナム政府は、一部景気対策の規模縮小・打ち切り方針を打ち出すと共

に、11 月 25 日には政策金利の 1％PT 引き上げを決めた。ただし、これにより、貿易赤字

が大きく縮小するかは不透明で、ドン売り圧力が和らぐか、依然予断を許さない状況であ

る。マクロ経済の不安定化を回避しつつ、経済成長率を上昇させるためには、輸出回復が

より鮮明になってくることが必要と思われる。 

 

図表 外貨準備(金を除く) 
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７．経済動向 

今月は、2009年 7～9 月までのベトナム経済動向をお知らせいたします。 

作成：みずほ総合研究所 
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［ご注意］ 
1.  本資料は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。法律上、会計上、税務上の助言を必要とされる場合は、

それぞれの専門家にご相談ください。 
2.  本資料の貴社への開示は貴社の守秘義務を前提とするものです。当該情報については貴社内部の利用に限定され、その内容の第

三者への開示は禁止されています。 
3.  本資料の著作権は、原則として当行に帰属します。いかなる目的であれ本誌の一部または全部について無断で、いかなる方法に

おいても複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行うことを禁止します。 
4.  本資料は、情報提供のみを目的として作成されたものであり、商品の勧誘を目的としてものではありません。本資料記載の情報

は、当行が信頼できると考える各方面から取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありま
せん。当行は当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらずいっさい責任を負いません。 

 Vol. 12    
ベトナム北西部の投資環境 

～地下資源開発と農林業の高い潜在性～ 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「チームモチベーションの創造」 
ベトナム法務「法人税に関する新しいDecree」 
工業団地便り「タンチュン工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 
 Vol. 13    
インタビュー 住友商事株式会社 
   ～ベトナム物流・工業団地からベトナム経済の今を分析～ 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「チームモチベーションの創造」 
ベトナム法務「ベトナムの新しい失業保険制度について」 
工業団地便り「タイホア工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向・2008年10～12月まとめ 
  Vol. 14    
不況下でも成長を続けるベトナムの水産加工業 

～ベトナム産業リポート～ 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「諺から考察するベトナム文化」 
ベトナム法務「ベトナムにおける会社清算について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A  

第１回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算①」 
工業団地便り「ホアラックハイテクパーク」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 15    
サイゴンインベストグループ(SGI)会長インタビュー 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「諺から考察するベトナム文化②」 
ベトナム法務「技術移転に関する新しい規則」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第2回「ベトナム駐在員の所得税の計算②」 
工業団地便り「トゥアンダオ工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 16    
株式会社多加良製作所インタビュー「金型メーカーとして 

ベトナムで日本のものづくりを定着させる」 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「ベトナム豆知識 ベトナム式接待方法」 
ベトナム法務「投資関連法の修正案について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第3回「ベトナム駐在員の 

個人所得税の計算③」 
工業団地便り「ディン・ブー工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 

 Vol. 17    
株式会社メトランインタビュー～人口呼吸器を日本から世界へ  

日本に帰化したベトナム人が日本で奮闘～ 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「日本人とベトナム人の『常識』を考える」 
ベトナム法務「投資証明書及び営業登録証明書に関する問題点」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第4回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算④」 
産業別リポート「ベトナムのオートバイ産業」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 

 Vol. 18    
日本ロジテム株式会社～インドシナ国際輸送をいち早く確立、日系企業  

のお手伝いを 中西弘毅社長インタビュー～ 
人事・労務「日本人とベトナム人との人間関係の構築の違い」 
ベトナム法務「外国人の不動産所有に関する新しいDecreeについて」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第5回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算⑤」 
工業団地便り「オンケオ工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 

 Vol. 19    
ホーチミン市人民委員会サイゴン商業公社 駐在員事務所長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  

「日本でベトナムの理解を深め、投資促進を」 
ベトナム投資Q&A「従業員の海外研修後の転職防止対策」 
人事・労務「ベトナム人の『言い訳』の理由」 
ベトナム法務「ベトナム企業に対する外国からの投資に関する規制 

について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第6回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算⑥」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向「2009年4～6月の動向」 
 
 
 Vol. 20    
ドムタムグループVO QUOC THANG会長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  
「元国会議員の経験を生かし、ベトナム発展のための支援に取り組む」 
ベトナム投資Q&A「女性労働者の妊娠・出産に関する法制度」 
人事・労務「ベトナム人職員との信頼関係」 
ベトナム法務「個人所得税について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第7回「外国契約税の基礎①」 
工業団地便り｢DAI DANG 工業団地｣ 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 
 
 Vol. 21    
バニクン省Ngo党書記らが来日、みずほ銀行を表敬訪問  

～ハノイ市から30分の好立地をアピール～ 
ベトナム投資Q&A「外国人の健康保険」 
人事・労務「日本人とベトナム人の優先順位の違い」 
ベトナム法務「経済特区で従事する従業員の所得税の減額措置について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第8回「外国契約税の基礎②」 

～租税条約の適用がある外国に所在する法人と契約を締結した場合の計算～ 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 
 


